
議
第
百
二
十
八
号

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日
提
出

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
に
、
「
第
二

百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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